


2022年4月から
従業員を雇用する飲食店は、客席面積に
関わらず原則屋内禁煙に努めてください

30㎡30㎡

2025年4月からは、
大阪府受動喫煙防止条例が全面施行され、
客席面積30㎡以下の飲食店のみとなりました
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